
平成２３年

第４回市議会定例会 議案第１５号

はこだて療育・自立支援センター条例の制定について

はこだて療育・自立支援センター条例を次のように定める。

平成２３年１２月２日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

はこだて療育・自立支援センター条例

（設置）

第１条 心身に障害のある者およびその疑いのある者に対して自立した

日常生活または社会生活を営むために必要な支援を総合的に提供する

ことにより，その福祉の増進を図るため，市に療育・自立支援センタ

ーを設置する。

（名称および位置）

第２条 名称および位置は，次のとおりとする。

名称 はこだて療育・自立支援センター

位置 函館市湯川町２丁目３９番２６号

（開館時間および休館日）

第３条 はこだて療育・自立支援センター（以下「センター」という。）

の開館時間および休館日は，規則で定める。

（事業）

第４条 センターは，次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４３条第２号に規定

する医療型児童発達支援センターとして行う事業（以下「医療型児

童発達支援センター事業」という。）

(2) 児童福祉法第６条の２第２項に規定する児童発達支援（第７条第

２項第１号アにおいて「児童発達支援」という。）を行う事業（以

下「児童発達支援事業」という。）

(3) 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。以下「法」とい



う。）第５条第７項に規定する生活介護（第７条第２項第２号にお

いて「生活介護」という。）を行う事業（以下「生活介護事業」と

いう。）

(4) 法第５条第１３項に規定する自立訓練（第７条第２項第２号にお

いて「自立訓練」という。）を行う事業（以下「自立訓練事業」と

いう。）

(5) 法第５条第１５項に規定する就労継続支援（第７条第２項第２号

において「就労継続支援」という。）を行う事業（以下「就労継続

支援事業」という。）

(6) 法第７７条第３項に規定する地域生活支援事業のうち，障害者ま

たは障害児を一時的に預かることにより，これらの者に対する活動

の場の提供，見守り，社会に適応するための日常的な訓練その他の

支援を行う事業（以下「日中一時支援事業」という。）

(7) 診療を行う事業（医療型児童発達支援センター事業に係るものを

除く。）

(8) 心身に障害のある者およびその疑いのある者の福祉に関する情報

の提供を行う事業

(9) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

２ 前項の事業の定員は，次に掲げるとおりとする。

(1) 医療型児童発達支援センター事業 ２０人

(2) 児童発達支援事業 ２０人

(3) 生活介護事業 ４０人

(4) 自立訓練事業 ６人

(5) 就労継続支援事業 ３０人

(6) 日中一時支援事業 １０人

（利用者の範囲）

第５条 センターの利用（前条第１項第８号に掲げる事業に係る利用を

除く。次条において同じ。）をすることができる者は，次の各号に掲

げる事業の区分に応じ，当該各号に定める者であって規則で定めるも

のとする。



(1) 医療型児童発達支援センター事業または児童発達支援事業 児童

福祉法第２１条の５の５第１項に規定する通所給付決定に係る障害

児

(2) 生活介護事業，自立訓練事業または就労継続支援事業 法第１９

条第１項に規定する支給決定に係る障害者または障害児

(3) 日中一時支援事業 市が実施する日中一時支援事業に係る利用の

決定を受けた障害者または障害児

(4) 前条第１項第７号に掲げる事業 センターにおいて診療を受けよ

うとする者（医療型児童発達支援センター事業を利用する者を除く｡)

で市長が適当と認めるもの

(5) 前条第１項第９号に掲げる事業 市長が適当と認める者

（利用の承諾等）

第６条 センターの利用をしようとする者（第４条第１項第１号から第

６号までまたは第９号に掲げる事業を利用しようとする障害児にあっ

ては，その保護者）は，あらかじめ，市長に利用の申込みを行い，そ

の承諾を受けなければならない。

２ 市長は，センターの利用をさせることが不適当であると認めるとき

は，前項の申込みを承諾せず，またはセンターの利用をしている者に

ついてその利用を一時停止し，もしくは同項の承諾を取り消すことが

できる。

（使用料および手数料）

第７条 前条第１項の承諾（第４条第１項第９号に掲げる事業に係るも

のを除く。）を受けた者は，当該承諾に係るセンターの利用があった

ときは，市長が定める期限までに使用料を納付しなければならない。

２ 前項の使用料の額は，次の各号に掲げる事業の区分に応じ，当該各

号に定める額とする。

(1) 医療型児童発達支援センター事業または児童発達支援事業 次に

掲げる額の合計額

ア 同一の月に受けた児童発達支援または医療型児童発達支援（児

童福祉法第６条の２第３項に規定する医療型児童発達支援をいう。



以下この号において同じ。）（医療に係るものを除く。以下アに

おいて同じ。）につき，１月当たり，同法第２１条の５の３第２

項第１号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定し

た費用の額（その額が現に児童発達支援または医療型児童発達支

援に要した費用（同条第１項に規定する通所特定費用を除く。）

の額を超えるときは，当該現に児童発達支援または医療型児童発

達支援に要した費用の額）

イ 医療型児童発達支援のうち治療に係るものにつき，１月当たり，

児童福祉法第２１条の５の２８第２項の規定に基づき健康保険の

療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額

(2) 生活介護事業，自立訓練事業または就労継続支援事業 同一の月

に受けた生活介護，自立訓練または就労継続支援につき，１月当た

り，法第２９条第３項第１号の規定に基づき厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額（その額が現に生活介護，自立訓練ま

たは就労継続支援に要した費用（同条第１項に規定する特定費用を

除く。）の額を超えるときは，当該現に生活介護，自立訓練または

就労継続支援に要した費用の額）

(3) 日中一時支援事業 別表に定める額

(4) 第４条第１項第７号に掲げる事業 健康保険法（大正１１年法律

第７０号）第７６条第２項および高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）第７１条第１項の規定に基づき厚生労

働大臣が定める算定方法により算定した額

３ センターの利用に係る診断書または証明書の交付を受けようとする

者は，その交付を受ける際に，次に掲げる手数料を納付しなければな

らない。

(1) 診断書料 １通につき２，０００円

(2) 証明書料 １通につき３００円

４ 市長は，公益上その他特に必要があると認めるときは，前項の手数

料を減免することができる。

（入館の制限）



第８条 市長は，センターに入館しようとする者または入館した者が次

の各号のいずれかに該当するときは，入館を拒否し，または退館させ

ることができる。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し，または他人に迷惑を及ぼすおそれがあ

ると認められるとき。

(2) 建物，附属設備等を損傷し，汚損し，または滅失するおそれがあ

ると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

（規則への委任）

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成２４年４月１日から施行する。

（函館市あおば学園条例等の廃止）

２ 次に掲げる条例は，廃止する。

(1) 函館市あおば学園条例（平成１８年函館市条例第５２号）

(2) 函館市ともえ学園条例（平成１８年函館市条例第５３号）

(3) 函館市青柳学園条例（昭和４８年函館市条例第３１号）

（函館市あおば学園条例等の廃止に伴う経過措置）

３ この条例の施行の際現に前項第１号の規定による廃止前の函館市あ

おば学園条例に規定する函館市あおば学園（以下「旧あおば学園」と

いう。），同項第２号の規定による廃止前の函館市ともえ学園条例に

規定する函館市ともえ学園（以下「旧ともえ学園」という。）または

同項第３号の規定による廃止前の函館市青柳学園条例に規定する函館

市青柳学園（以下「旧青柳学園」という。）を利用している者（障害

児にあっては，その保護者）は，第６条第１項の承諾を受けた者とみ

なす。

４ この条例の施行の日前に旧あおば学園，旧ともえ学園または旧青柳

学園を利用した者の当該利用に係る費用については，なお従前の例に

よる。



別表（第７条関係）

算定対象者の税額等による階層区分 使 用 料 上限月額

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第６条第１項

に規定する被保護者または中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

Ａ
律（平成６年法律第30号）による支援給付（中国残

0円 0円
留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19

年法律第 127号）附則第４条第１項に規定する支援

給付を含む。）を受けている者１１１１１１１１１

当該年度分（４月１日から６月30日までの間にあっ

Ｂ
ては，前年度分。以下同じ。）の市町村民税が課税

0円 0円
されていない者（Ａ階層またはＤ階層に属する者を

除く。）１１１１１１１１１１１１１１１１１１１

前年分（１月１日から６月30日ま
均等割の額のみで

20円

Ｃ１ での間にあっては，前々年分。以
ある者１１１１１

50円 1,100円

下同じ。）の所得税が課税されて 70円

いない者であって，当該年度分の
所得割の額のある

50円

Ｃ２ 市町村民税の額が右の額であるも
者１１１１１１１

100円 1,600円

の（Ａ階層に属する者を除く。） 150円

前年分の所得税が課税されている 70円

Ｄ１ 者であって，その所得税の額が右 30,000円以下 150円 2,200円

の額であるもの（Ａ階層に属する 220円

者を除く。）１１１１１１１１１
30,001円以上

100円

Ｄ２
80,000円以下

200円 3,300円

300円

80,001円以上
150円

Ｄ３
140,000円以下

300円 4,600円

450円

140,001円以上
250円

Ｄ４
280,000円以下

500円 7,200円

750円

280,001円以上
350円

Ｄ５
500,000円以下

700円 10,300円

1,050円

500,001円以上
450円

Ｄ６
800,000円以下

900円 13,500円

1,350円



800,001円以上
570円

Ｄ７
1,160,000円以下

1,150円 17,100円

1,720円

1,160,001円以上
700円

Ｄ８
1,650,000円以下

1,400円 21,200円

2,100円

1,650,001円以上
850円

Ｄ９
2,260,000円以下

1,700円 25,700円

2,550円

2,260,001円以上
1,020円

Ｄ10
3,000,000円以下

2,050円 30,600円

3,070円

3,000,001円以上
1,200円

Ｄ11
3,960,000円以下

2,400円 35,900円

3,600円

3,960,001円以上
1,370円

Ｄ12
5,030,000円以下

2,750円 37,200円

4,120円

1,600円

Ｄ13 5,030,001円以上 3,200円 37,200円

4,800円

備 考

１ この表における用語の意義は，規則で定める。

２ 使用料欄に掲げる額は，日中一時支援事業に係る便宜の供与１

回当たりの額とする。

３ Ｃ１からＤ１３までの階層に属する者に係るこの表の規定によ

る使用料の額は，便宜の供与１回当たりの所要時間が，４時間未

満の場合にあっては使用料欄の階層ごとの上欄に掲げる額，４時

間以上８時間未満の場合にあっては使用料欄の階層ごとの中欄に

掲げる額，８時間以上の場合にあっては使用料欄の階層ごとの下

欄に掲げる額とする。

４ 第６条第１項の承諾を受けて日中一時支援事業を利用する者（

以下「利用者」という。）がセンターにおいて日中一時支援事業

に係る１回の便宜の供与を受けた場合において，当該便宜の供与



に係るこの表の規定による使用料の額と第１号に掲げる額との合

計額が，第２号に掲げる額を上回るときの当該利用者の当該便宜

の供与に係る使用料の額は，同号に掲げる額から第１号に掲げる

額を控除した額とする。

(1) 当該便宜の供与の直前までにその月に当該利用者が受けた市

が行う法第７７条第１項および第３項の規定に基づく地域生活

支援事業（規則で定める事業を除く。）に係る便宜の供与につ

いて当該利用者（障害児にあっては，その保護者）が負担すべ

き費用の額（この表の規定による使用料の額を含む。）の合計

額

(2) 算定対象者の税額等による階層区分に応じ，上限月額欄に掲

げる額

（提案理由）

湯川町２丁目に療育・自立支援センターを設置するため



      はこだて療育・自立支援センター条例施行規則大綱 

１  開館時間および休館日について 

２  職員について 

３  利用者の範囲について 

４  手数料の減免について 

５  算定対象者等について  

 


